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（自動車交通部） 

 

■ 公 示 第５９号 

 

「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３条の２第１項及び第１４条の２に規定する 

講習を実施する者について」の一部改正について 

 

 

「タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３条の２第１項及び第１４条の２に規定する講習を実

施する者について」（平成２７年１０月１日付け公示第４５号）を別紙のとおり一部改正する。 

 

  平成２７年１２月９日 

 

 

北陸信越運輸局長  江角 直樹 
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明日の交通・環

境を創造しま

す。 

平成２７年１２月１１日（金曜日）  第４６２号  

国土交通省 北陸信越運輸局                              毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 

明日の交通・環境を創造します。 
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別紙 タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３条の２第１項及び第１４条の２に規定する講習を実施する者について 

新 旧 

 

公示第４５号 

 

タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３条の２第１項及び 

第１４条の２に規定する講習を実施する者について 

 

タクシー業務適正化特別措置法施行規則（昭和４５年運輸省令第６６

号）第３条の２第１項及び第１４条の２に規定する講習を実施する者とし

て、下記のとおり認定したので公示する。 

 

 

平成２７年１０月１日 

 

              北陸信越運輸局長 江角 直樹 

 

記 

 

都道府県 講習を実施する者の名称 主たる事務所の所在地 

新潟県 
一般社団法人 

新潟県ハイヤー・タクシー協会 

新潟市中央区弁天 

３－３－１５ 

長野県 
一般社団法人 

長野県タクシー協会 

長野市大字高田字高田沖 

３５９－３ 

富山県 富山県タクシー協会 富山市新庄町馬場２４－２ 

石川県 

石川県登録センター 金沢市鞍月２－１ 

一般社団法人 

北陸旅客自動車センター 
金沢市堀川新町６番１号 

 

  附 則 

 この公示は、平成２７年１０月１日から適用する。 

  附 則（平成２７年１２月９日付け公示第５９号で一部改正） 

 この公示は、平成２７年１２月９日から適用する。 

 

公示第４５号 

 

タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３条の２第１項及び 

第１４条の２に規定する講習を実施する者について 

 

タクシー業務適正化特別措置法施行規則（昭和４５年運輸省令第６６号）

第３条の２第１項及び第１４条の２に規定する講習を実施する者として、下

記のとおり認定したので公示する。 

 

 

平成２７年１０月１日 

 

              北陸信越運輸局長 江角 直樹 

 

記 

 

都道府県 講習を実施する者の名称 主たる事務所の所在地 

新潟県 
一般社団法人 

新潟県ハイヤー・タクシー協会 

新潟市中央区弁天 

３－３－１５ 

長野県 
一般社団法人 

長野県タクシー協会 

長野市大字高田字高田沖 

３５９－３ 

富山県 富山県タクシー協会 富山市新庄町馬場２４－２ 

石川県 石川県登録センター 金沢市鞍月２－１ 
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■ 一般貨物自動車運送事業の許可状況（自動車交通部） 

 

事業者名 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 車両数 

株式会社 大晃重設 
代表取締役 

川端 勤 
H27.11.4 石川県白山市新成２丁目３４７番地 ９ 

株式会社 Ｔora-s 
代表取締役 

寅ヶ口 郁実 
H27.11.9 石川県金沢市糸田二丁目１８３番地２ ５ 

株式会社 越村商店 
代表取締役 

越村 正一 
H27.11.20 石川県金沢市湊一丁目２９番地２ ５ 

 

 

■ 自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 長認証第４０９号 

認証年月日 平成２７年１２月１日 

事業者名 新海 修 

事業場の名称 佐久モータース 

事業場の所在地 長野県佐久市野沢字十二裏１５７番２ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 

普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

 

認証番号 長認証第４１０号 

認証年月日 平成２７年１２月１日 

事業者名 株式会社フジカーランド上田 

事業場の名称 株式会社フジカーランド上田佐久サービス工場 

事業場の所在地 長野県佐久市岩村田北一丁目３０番地７ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 
普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

 

 

○ 許 認 可 等 
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認証番号 長認証第４１１号 

認証年月日 平成２７年１２月７日 

事業者名 カタクラ石油株式会社 

事業場の名称 スバルショップ岡谷 

事業場の所在地 長野県岡谷市長地権現町３丁目８番４号 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 
普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

 

認証番号 石認証第３７４号 

認証年月日 平成２７年１２月８日 

事業者名 株式会社武連自動車 

事業場の名称 株式会社武連自動車 

事業場の所在地 石川県鳳珠郡穴水町字鵜島ニ３５番 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 
普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝 

業務範囲の限定 なし 

 

以上 


